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　よりよい市民サービスの提供と窓口業務の効率化を目指し、４月
より総合窓口課の窓口業務の一部をテンプスタッフ株式会社に委託
します。
　個人情報の取り扱いについては重要性を十分認識し保護対策に万
全を期し、さらなる利便性の向上に努めます。
▽新たにできること
・法人市民税納税証明書の交付
・所在地証明書の交付
▽必要書類
・�申請者の官公署発行顔写真付本人確認書類1点または顔写真のな
い公的証明書2点
・�代理人の場合、法人の代表者印または法人の代表者印を押印され
た委任状
手数料　３００円
注�申請内容により、納税課の窓口で手続きをお願いする場合があり
ます。
　なお、金曜日および日曜日の時間外開庁は引き続き行いますので、
ぜひ利用してください。
問総合窓口課
℡０６－６９９２－１５２５

　庁舎内の会議室は、市の業務に支障のない範囲で市民
の皆さんなどが使用できます。
　仮予約および申請の受付場所・時間が４月から変更に
なります。
▽受付場所　1階証明書発行コーナー
▽受付時間　月曜日～木曜日　９：００～１７：３０
　　　　　　金曜日　９：００～２０：００
　　　　　　日曜日　９：００～１３：００
注�年末年始(１２月２９日～翌年1月３日）、月曜日～金曜
日においては祝日を除く
▽仮予約について　
受付方法…電話または窓口
注�月の初日(土・日・祝日、年末年始は電話のみ）
・�市内在住・在学・在職で営利を目的としない使用の場合
→使用日の2カ月前の属する月の初日
【例】６月１０日に使用→４月1日から申請可能
・�上記以外の使用の場合→使用日の1カ月前の属する月
の初日

【例】６月１０日に使用→５月1日から申請可能
注�１５歳以上（中学生を除く）は、保護者の同意書が必要
です。

▽申請について　
受付方法…窓口のみ
　仮予約をしてから1週間以内（年末年始を除く）に申請
および使用料の納付をしてください。なお、1週間を超
えますと仮予約を取り消します。
▽連続使用について
　連続使用の期間は、最大３日です（年末年始を除く）。
連続使用とは、同じ会議室を切れ目無く使用することで
す。
問総合窓口課
℡０６－６９９２－１５２５

庁舎会議室の使用について窓口業務の一部を民間委託します

守口市テレワークオフィス
　「テレワーク」とは、ＩＣＴを使って時間や場所を有効活用する柔軟な働き方のこと。国の「働き方改革」
においても、注目されている新しい「働き方」です。市では、いち早く、市民の皆さんが柔軟に働く拠点
として「テレワークオフィス」を市内2カ所に設置。市民の皆さんの新しい働き方を応援します！

インターネット（無線・有線）＆大型モニターでのWＥＢ会議システム完備

桜町オフィス　
京阪電車守口市駅徒歩３分���桜町８番８号
仕様：企業のサテライトオフィスとして個室利用
対�市内に従業員がいる企業、起業を目指す人など
時平日９：００～１７：３０
注�完全予約制

大宮通オフィス　
市民保健センター1階大宮通1丁目13番７号
仕様：通常は「※コワーキングスペース」「フリーデスク」
と「パーソナルブース」を設置���※共有しながら、独立し
た仕事を行う協働ワークスタイル
対�市内に従業員がいる企業、起業を目指す人など
時平日９：００～１７：３０
注�予約不要で利用できます（予約優先）。

問地域振興課���℡０６－６９９２－１５１６

mori informationもり インフォメーション

使用できる庁舎会議室� （料金は1室３０分あたり）
会議室名 相談室１０１ 相談室１０２ 会議室１０３ 会議室１０４ 会議室１０５ 会議室１０６
階 １階 １階 １階 １階 １階 １階
部屋の広さ ２１㎡ ２１㎡ １２６㎡ ９９㎡ ９９㎡ １２１㎡
定員 １０人 １０人 ４５人 ４２人 ４２人 ７２人
市内在住・在
学・在職者

営利を伴わない使用の場合 ６０円 ６０円 ４１０円 ３２０円 ３２０円 ３９０円
営利を伴う使用の場合 ９０円 ９０円 ６２０円 ４８０円 ４８０円 ５９０円

上記以外 営利を伴わない使用の場合 ９０円 ９０円 ６２０円 ４８０円 ４８０円 ５９０円
営利を伴う使用の場合 １８０円 １８０円 １２３０円 ９６０円 ９６０円 １１７０円

使用可能備品　注1 無 無 有 有 有 有
飲食　★ ×�

お茶などは○
×�

お茶などは○ ○ ○ ○ ○
飲酒　★ × × ��○ 注 ２ ��○ 注 ２ ��○ 注 ２ ��○ 注 ２
ケータリングの利用 × × ○ ○ ○ ○

会議室名 会議室７０１ 会議室７０２ 会議室７０３ 会議室１００１ 会議室１００２ 会議室１００３
階 ７階 ７階 ７階 １０階 １０階 １０階
部屋の広さ ３２㎡ ２９㎡ ４５㎡ ２７㎡ １７㎡ １７㎡
定員 １８人 １８人 ２４人 ８人 ６人 ６人
市内在住・在
学・在職者

営利を伴わない使用の場合 １００円 ９０円 １４０円 ４００円 ２５０円 ２５０円
営利を伴う使用の場合 １５０円 １４０円 ２１０円 ６００円 ３８０円 ３８０円

上記以外 営利を伴わない使用の場合 １５０円 １４０円 ２１０円 ６００円 ３８０円 ３８０円
営利を伴う使用の場合 ３００円 ２７０円 ４２０円 １２００円 ７５０円 ７５０円

使用可能備品　注1 無 無 無 無 無 無
飲食　★�� ○ ○ ○ ○ ○ ○
飲酒　★ × × × ��○ 注 ３ ��○ 注 ３ ��○ 注 ３
ケータリングの利用 × × × ○ ○ ○
注1　�無料の使用可能備品はスクリーン、バトン、プロジェクター、マイクです。なお使用するには条件や数に限りがありますので、詳

細は問い合わせください。
注2　飲酒可能時間（会議室１０３～１０６）開庁日は １８：００～２２：００、閉庁日は ９：００～２２：００ です。
注３　飲酒可能時間（会議室１００１～１００３）９：００～２２：００ です。
★　�会議室での飲食、飲酒は単なる遊興飲食ではなく、市民などの親睦を図ることを目的とする会合や地域の活性化につながるイベ
ントなどに伴うものであって、その会合やイベントなどの効果を高めると認められる場合は可能です。
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会議室１０３～１０４

会議室１００１


